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３ 公正採用選考について

令和７年度学卒者等人材確保説明会



３ 公正採用選考について

【説明資料】

就職差別のない公正な面接のポイント



３ 公正採用選考について

日本国憲法第11条（基本的人権）
 侵すことのできない永久の権利

日本国憲法第14条（平等の原則）
 人種、信条、性別、社会的身分、門地に
よって差別されない

応募者に広く門戸を開く

適正・能力に基づく基準で選考を行う



面接時に不適切とされる質問の例

本人に責任のない事柄

本来、自由であるもの

女性（男性）に限定しての質問



３ 公正採用選考について

令和５年度にハローワークが把握した
就職差別につながるおそれがある事象

出典：「令和７年度版 公正な採用選考をめざして」

https://kouseisaiyou.mhlw.go.jp/assets/pdf/basic/01.pdf



３ 公正採用選考について

不適切な採用選考は
求職者にマイナスイメージを持たせ
企業価値を大きくそこなうおそれが
あります



３ 公正採用選考について

公正採用選考人権啓発推進員設置基準
（福島労働局）

※ 推進員が人事異動等なった場合は速やかに
後任の推進員を選任願います


